
取引登録審査申請方法 

 

１ 取引登録の申請手順 

 

STEP 1：電子データの送付 

以下の３つの書類を弊社ホームページからダウンロード・入力し、keiyaku-1@osakametro.co.jp へ 

メール送信してください。 

1. 取引登録審査申請一覧表（Excel） 

・記入日、申請会社名、申請区分を入力 

2. 取引情報登録シート（Excel） 

・「入力 1」「入力 2」シートに必要事項を入力 

・「取引情報登録シートの記入上の注意」を参照 

3. 契約案件に係る契約書等の電磁的記録による提供の承諾書 

電子契約締結に関する承認権限者の登録依頼書（PDF） 

・申請日、申請会社名、窓口担当者、一次承認権限者、最終承認権限者を入力 

※電子契約を締結しない場合は、理由をメール本文に記載してください。 

 

STEP 2：書類の郵送または持参 

以下の書類を準備（印刷・押印、必要事項があれば記載）の上、郵送またはご持参ください。 

「４．取引登録審査申請書（Excel）」、「５．契約使用印鑑届」については、弊社ホームページからダウンロ

ード・入力ください。 

4. 取引登録審査申請書（Excel） 

・A 区分の場合：「申請日」「代表者欄」「受任者欄（契約上の受任者を代理人と定める場合のみ）」 

を記載 

代表者の実印を押印（契約上の受任者がいる場合は受任者印も押印） 

・B 区分の場合：「申請日」「申請者欄」を記載 

契約締結権限者または代理人が押印 

5. 契約使用印鑑届（Excel） 

・「申請日」「代表者欄」「受任者欄（契約上の受任者を代理人と定める場合のみ）」を記載 

・実印および使用印を押印 

※B 区分の場合は提出不要 

6. 履歴事項全部証明書（原本） 

・申請日から過去３か月以内に発行されたもの 

※上場企業（東京証券取引所、名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所）は、企業 

コード記載で省略可 

※個人の場合は住民票記載事項証明書（原本）または、顔写真付き公的証明書（コピー）を提出 
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7. 印鑑証明書または印鑑登録証明書（原本） 

・申請日から過去３か月以内に発行されたもの 

     ※B 区分の場合は提出不要 

8. 法人税の納税証明書（原本） 

・申請日から過去３か月以内に発行されたもの 

・「その１（納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明」または、「その３（未納の税額がな

いことの証明）」のいずれか 

※税務申告書（控）または、財務諸表（貸借対照表及び損益計算書）でも可 

  また、財務諸表については、「コピー」または、「当該書類が掲載されたホームページ URL を取引登録審 

査申請書に記載」のいずれかで可 

※個人の場合は開業届（控）を提出 

※B 区分の場合は提出不要 

9. 営業に必要となる免許等を証する書類（コピー） 

・法令で義務付けられている場合のみ 

 

２ 注意事項 

・STEP1 のメール送信後、5 日以内に STEP2 の書類を提出してください。 

・申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更登録申請を行ってください。 

・変更申請の場合は、変更する内容によって必要書類が変わります。弊社ホームページ（取引先（業者）登

録について）の「(２) 変更登録申請について」から、登録区分に応じた「必要書類一覧表」をご確認のうえ、

必要書類をご提出ください。申請手順（STEP１、STEP２）は変わりません。 

・「取引登録審査申請書」および「契約使用印鑑届」については、印影が不鮮明・天地反転している場合、再

提出をお願いすることがございますので、ご注意ください。 

 

３ 書類提出先・お問合せ先 

大阪メトロビジネスアソシエイト株式会社 

シェアードサービス業務部 経理・調達サービス課 契約センター 

〒550-8552 

大阪市西区九条南 1 丁目 12 番 62 号 

大阪市高速電気軌道株式会社 3 階 

TEL：06-6585-6271（平日 9:00～12:00 / 13:00～17:00） 

 

  必要書類のダウンロード 

弊社ホームページからダウンロードしてください。 

https://www.osakametro.co.jp/contract/about_registration/torihikisaki_touroku.php 
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